
さらに、今後、人口が増加するとともに、ア
ジアとの関係がより強化されることが期待され
るアフリカに関し、「アフリカ健康構想に向け
た基本方針」（令和元年6月健康・医療戦略推
進本部決定）により、裾野の広い「富士山型の
ヘルスケア」の実現を理念として掲げ、アフリ
カ固有の課題を念頭に置いた持続可能なヘルス
ケアの構築を目指してきた。
ま た、 我 が 国 は、G7、G20、TICAD、
WHO総会、WHO西太平洋地域委員会、国連
総会等の国際的な議論の場において、全ての人
が生涯を通じて必要な時に基礎的な保健サービ
スを負担可能な費用で受けられることを指すユ
ニバーサル・ヘルス・カバレッジ（以下「UHC」
という。）の推進を積極的に主張してきた。
UHCにおける基礎的な保健サービスには、母
子保健、感染症対策、高齢者の地域包括ケアや
介護等全てのサービスが含まれている。これま
で開発途上国において高齢化対策や社会保障制
度整備の支援、専門家の派遣、研修等の取組を
通じ、日本の高齢化対策等に関する経験・知見
の共有を図ってきた。

イ 国際社会での課題の共有及び連携強化
令和3年8月にはタイ王国保健省他関係府省
庁と、同年12月にはケニア保健省との間でヘ
ルスケア分野における協力覚書を交換し、我が
国のアジア健康構想・アフリカ健康構想を通
じ、各国との当該覚書に基づくヘルスケア分野
における協力の深化を図り、民間事業の振興を
図ることを確認した。
令和4年9月に開催された「健康な高齢化の
10年」に関する国連総会サイドイベントでは、
WHOと先進的な取り組みを行っている加盟国
の代表者、市民団体・民間セクター等の有識者
が講演を行った。我が国は健康寿命延伸プラン

や、生涯現役社会の実現に向けた高齢者の就業
支援、「活力ある高齢化及びイノベーションの
ためのASEANセンター（ACAI）」と日本の
研究者の連携などについて講演した。また、こ
のイベントでは、健康な高齢化に資する先進的
な取り組みを行っている世界のリーダー50名
が発表された。令和4年12月には日中韓保健
大臣会合が開催され、高齢化施策に関し情報交
換を行った。
国連人口基金（UNFPA）アジア太平洋地域
事務所は、令和4年10月、「#ForEveryAge�of�
HER�LIFE��（すべての世代の彼女のために）」
キャンペーンを開始した。外務省が後援した本
事業は、10月のグローバルフェスタJAPAN
2022において写真展とオンラインイベントを
実施し、世界で最も少子高齢化が進むアジア太
平洋地域の女性に焦点を当てた写真を展示する
など、出生前から高齢期までの各ライフステー
ジで人権とジェンダー平等に根差した支援を行
うライフサイクルアプローチの重要性を啓発し
た。同写真展はまた、令和4年10月から令和
5年1月にかけ、「旅する写真展」として東京
大学及びJICA地球ひろばでも展示が行われ、
持続可能な少子高齢化社会の在り方について考
える機会を提供した。
また、令和4年11月に「高齢者向けケアサー
ビスへのスマート・デジタル技術の活用」など
をテーマとする日中韓少子高齢化セミナーを開
催した。

6　全ての世代の活躍推進

「全ての世代の活躍推進」については、大綱
において、次の方針を示している。

高齢社会に暮らす全ての世代の人々が安

110



心して幸せに暮らせるよう、人々が若年期
から計画的に高齢期に向けた備えを進める
とともに、各世代が特有の強みをいかしな
がら多世代のつながりを醸成し、全ての世
代の人々が高齢社会での役割を担いなが
ら、積極的に参画する社会を構築するため
の施策を推進する。

少子高齢化の流れに歯止めをかけ、女性も男
性も、若者もお年寄りも、障害や難病のある方
も、さらには一度失敗した方も、家庭で、職場
で、地域で、あらゆる場で、誰もが活躍できる
一億総活躍社会の実現に向けて、「ニッポン一
億総活躍プラン」に基づく取組を推進した。特
に、働き方については、一人一人の意思や能
力、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を
選択できるよう、「働き方改革実行計画」を推
進した。
また、人生100年時代に、高齢者から若者ま
で、全ての国民に活躍の場があり、全ての人が
元気に活躍し続けられる社会、安心して暮らす
ことのできる社会をつくるため、「人づくり革
命基本構想」（平成30年6月人生100年時代構
想会議決定）及び「経済財政運営と改革の基本
方針2018」（平成30年6月閣議決定）に基づい
て、教育の無償化等「人づくり革命の実現と拡
大」に取り組んだ。
さらに、「少子化社会対策大綱」（令和2年5
月閣議決定）、「第5次男女共同参画基本計画」
（令和2年12月閣議決定）に基づく取組を推進
した。
少子化対策については、「少子化社会対策基
本法」（平成15年法律第133号）第7条に基づ
く「少子化社会対策大綱」等に基づき、結婚支
援、妊娠・出産への支援、男女ともに仕事と子
育てを両立できる環境の整備、地域・社会によ

る子育て支援、経済的な支援等、ライフステー
ジに応じた総合的な少子化対策を推進した。
女性も男性も全ての個人が、その個性と能力
を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現
は、少子高齢化が進み、人口減少社会に突入し
た我が国社会にとって、社会の多様性と活力を
高め、我が国経済が力強く発展していく観点か
ら極めて重要である。
「男女共同参画社会基本法」（平成11年法律第
78号）第13条に基づく「第5次男女共同参画
基本計画」に基づき、あらゆる分野における女
性の参画拡大、安全・安心な暮らしの実現、男
女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備等に
取り組むとともに、同計画に定めた具体策や成
果目標の実現に向けて、重点的に取り組むべき
事項について取りまとめた「女性活躍・男女共
同参画の重点方針2022（女性版骨太の方針
2022）」（令和4年6月すべての女性が輝く社会
づくり本部・男女共同参画推進本部決定）に基
づき、取組を強力に進めた。
また、令和4年4月に改正後の「女性の職業
生活における活躍の推進に関する法律」（平成
27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」と
いう。）が全面施行され、自社の女性活躍の状
況把握、課題分析、行動計画策定等の義務対象
が常時雇用労働者数101人以上企業に拡大され
た。さらに、令和4年7月8日には、「女性の職
業生活における活躍の推進に関する法律に基づ
く一般事業主行動計画策定等に関する省令」（平
成27年厚生労働省令第162号。以下「女活省
令」という。）が改正され、同日施行されたこ
とにより、常用労働者数301人以上企業に、男
女の賃金の差異の情報公表が義務付けられた。
これらを踏まえ、行動計画の届出勧奨等により
女性活躍推進法の履行確保を図るとともに、男
女の賃金の差異の情報公表が義務化されたこと
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や、男女間の賃金の差異の要因分析・雇用管理
改善の重要性について周知・啓発を進めた。
これに加えて、個々の企業の課題を踏まえて
支援を行う「民間企業における女性活躍促進事
業」の実施や、女性の活躍推進に関する状況が
優良な企業に対する「えるぼし」認定、「プラ
チナえるぼし」認定取得の勧奨等により、企業
における女性活躍推進法に基づく取組を促進し
た。また、企業の女性の活躍状況に関する情報
や行動計画を公表できる場として提供している
「女性の活躍推進企業データベース」について、
企業の登録や求職者の利用を促すため、データ
ベース登録のメリットを周知し、求職者向けの
イベント開催を行った。
さらに、女性デジタル人材の育成や役員・管

理職への女性登用の取組、様々な課題・困難を
抱える女性に寄り添いながら就労等につなげる
取組、NPO等の知見を活用した孤独・孤立で
困難や不安を抱える女性への相談支援やその一
環として行う生理用品の提供等、地方公共団体
が地域の実情に応じて行う取組を地域女性活躍
推進交付金により支援を行った。
「食料・農業・農村基本計画」（令和2年3月
閣議決定）等を踏まえ、農山漁村に関する方針
決定の検討の場への女性の参画の促進、地域の
リーダーとなり得る女性農業経営者の育成、女
性グループの活動推進、女性が働きやすい環境
づくり、女性農業者の活躍事例の普及等の取組
への支援等により、農山漁村における女性の活
躍を推進する施策を実施した。
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